
    地域 

項目 
大 東 市 （開発指導要綱） 

適用範囲 本市の行政区域内において行うすべての開発行為に適用する。 

宅地事業計画 １．１戸建住宅及び長屋住宅（重層長屋を除く）の１戸当たりの敷地面積は、第１種低層住居専用地域は１００㎡以上、第 

１種低層住居専用地域以外の地域は７０㎡以上。                                                                  

２．世帯向けの共同住宅及び長屋住宅（重層長屋に限る）は、１住居の床面積（廊下・ベランダ等共用部分の床面積を除く） 

は５５㎡以上。                                                                                     

３．単身者向けの共同住宅及び長屋住宅（重層長屋に限る）は、１住居の床面積（廊下・ベランダ等共用部分の床面積を除 

く）は２５㎡以上。   

 

協議・協定 

１．関係法令に基づく手続きをする前に、開発計画について市長と協議しなければならない。 

２．次に揚げる開発行為は関係法令に基づく手続きをする前に、開発計画について届け出なければならない。ただし、都市 

計画法第２９条に定める開発行為又は建築基準法第４２条第１項５号に揚げる道路の位置の指定を受けて行う開発行為を 

除く。 

ア．住宅を目的とした開発行為…当該住宅の戸数が３戸以上１０戸未満のもの。  

イ．上記以外の開発行為…当該開発区域の面積が５００㎡未満のもの。 

公共・公益施設の

負担 

開発行為に伴い設置を必要とする公共・公益施設については、開発区域又は開発区域外に、開発者の負担において施行し

なければならない。 
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道路 １．開発区域内に都市計画道路又はその他市の道路計画があるときは、当該計画に適合しなければならない。 

２．道路の構築は、施行基準に基づき施行しなければならない。    

公園 １．開発区域の面積が０.３ha 以上の開発行為について、開発者は、開発区域の面積の３％（開発区域の面積の３％が１００ 

㎡に満たない場合にあっては、１００㎡）以上の公園を設置しなければならない。 

２．設置する公園は、施行基準に基づき施行しなければならない。     

下水道 １．都市計画法第２９条の許可を必要とする給水施設の設置は、水道事業管理者と協議をし、同意を得なければならない。 

２．排水施設は、開発区域の規模、予定建築物の用途等を勘案し、雨水及び下水を有効に排出できるように計画するととも 

に、当該開発区域内に公共下水道計画又はその他本市の排水施設の計画があるときは、当該計画に適合させなければなら 

ない。 

３．排水施設は施行基準に基づき施行しなければならない。 

４．特定都市河川流域において、雨水阻害浸透阻害行為を行う場合は、特定都市河川浸水被害対策法第９条の規定により知 

事の許可を受けなければならないことに留意し、雨水の流出を抑制するための対策に努めなければならない。 

消防施設  開発行為に伴い必要とする消防水利の設置並びに消防活動上必要な空地及び空間の確保等について、消防長と協議しなけ

ればならない。 

その他施設 開発行為に伴い設置を必要とする公共・公益施設については、開発区域内又は開発区域外に、開発者の負担において施行

しなければならない。 
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公害対策 公害の発生するおそれがあるときは、市長と協議し、必要な公害防止施設を開発者負担において設置しなければならない。 

文化財の保護 １．埋蔵文化財の包蔵地又はその周辺において開発行為をするときは、あらかじめ市長と協議しなければならない。 

２．規定する区域以外で開発行為に伴い埋蔵文化財を発見したときは、工事を中止し、市長に届け出なければならない。 

その他の措置 １．自動車駐車場・自転車駐輪場を次により設置しなければならない。 

 ア．１戸建住宅又は長屋住宅（重層長屋を除く）は住宅敷地内に保管できる場所又は空地 

 イ．世帯向けの共同住宅及び長屋住宅（重層長屋に限る）の自動車駐車場は、１台当たり０．５台以上。自転車駐輪場  

は、１人当たり１台以上 

 ウ．単身者向けの共同住宅及び長屋住宅（重層長屋に限る）の自動車駐車場は、１台当たり０．３台以上。自転車駐輪場 

は、１戸当たり１台以上 

 エ. 自動車駐車場の自動車１台当たりの面積は、１１．５０㎡（２．３ｍ×５．０ｍを基準とする）以上 

２．集会所用地又は集会室を次により設置しなければならない。 

 ア．１戸建住宅又は長屋住宅の計画戸数が１００戸以上では１戸当たり１㎡の集会所用地 

 イ．共同住宅は計画戸数が５０戸以上のときは、６６㎡以上及び計画戸数が１００戸以上のときは８０㎡以上の集会室 

３. 共同住宅及び長屋住宅を目的とした開発行為は、大東市ごみ集積場設置に関する要綱に定める基準に基づき、ごみ集積 

 場を設置しなければならない。 

４. 設置した公共・公益施設は、本市に無償帰属するものとする。ただし、開発行為により設置された公園であって、都市 

計画法第２９条の規定による開発許可を受けた者が自ら管理するものを除く。 

施行改正年月日 昭和 48 年 3 月 20 日施行 昭和 49 年 10 月 1 日改正 昭和 63 年 8 月 1 日施行 平成 7 年 4 月 1 日改正 

平成 22 年 10 月 1 日改正 平成 26 年 4 月 1 日改正 平成 27 年 4 月 1 日改正 令和 3 年 4 月 1 日施行 

 

 


